
令和２年 第１０回

戸田市教育委員会定例会

令和２年１０月１５日（木）午前９時３０分

戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室

戸田市教育委員会



第１０回教育委員会（定例会）次第

１ 開会

２ 前回の会議録の承認

３ 教育委員提案 別添 資料№１のとおり

４ 報告事項 別添 資料№２のとおり

５ 議事     ページ

（１）議案

議案第２９号 令和２年度一般会計（教育委員会関係）１２月補正予算（案）について････１

議案第３０号 戸田市立学校設置条例の一部を改正する条例（案）について･････････････１０

議案第３１号 彩湖自然学習センター（みどりパル）開館時間の変更について･･･････････１２

議案第３２号 損害賠償の額を定めることについて･･････････････････････････････････１３

６ その他

（１）次回の教育委員会の日程（案）

令和２年１１月１９日（木）午前９時３０分～

（２）その他

７ 閉 会
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補

正
理

由
】

不
要

額
が

生
じ

た
こ

と
に

伴
う

補
正

節
0
8
旅

費
6
6

○
0
1
費

用
弁

償
6
6

1
0
教

育
費

5
9
3
,
8
4
1

6
2
9

5
9
4
,
4
7
0
節

0
1
報

酬
2
,
0
4
6

0
6
学

校
給

食
費

○
0
4
会

計
年

度
任

用
職

員
報

酬
2
,
0
4
6

0
2
単

独
校

給
食

費
・

0
1
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
２

７
人

2
,
0
4
6

0
1
単

独
校

調
理

場
管

理
運

営
事

業
節

0
3
職

員
手

当
等

1
0

○
1
1
期

末
手

当
1
0

(
学

校
給

食
課

)

節
0
4
共

済
費

△
5
5
6

○
0
4
社

会
保

険
料

△
5
5
6

【
補

正
理

由
】

不
要

額
が

生
じ

た
こ

と
に

伴
う

補
正

節
0
8
旅

費
△

8
7
1

○
0
1
費

用
弁

償
△

8
7
1

【
補

正
理

由
】

不
要

額
が

生
じ

た
こ

と
に

伴
う

補
正

0
1
単

独
校

調
理

場
管

理
運

営
事

業

【
補

正
理

由
】

予
算

の
不

足
が

見
込

ま
れ

る
こ

と
及

び
新

た
に

２
名

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
を

任
用

す
る

こ
と

に
伴

う
補

正

0
2
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
費

0
1
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
費

【
補

正
理

由
】

パ
ー

ト
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

１
名

が
転

居
に

よ
り

通
勤

手
当

が
増

額
し

、
不

足
が

見
込

ま
れ

る
こ

と
に

伴
う

補
正

款
・

項
・

目
・

大
事

業
・

中
事

業
補

正
前

の
額

（
中

事
業

）
補

正
額

（
中

事
業

）
計

（
中

事
業

）
説

明

6



（
債

務
負

担
行

為
）

　
【

教
育

総
務

課
】

（
単
位
：
千
円
）

新
曽
小
学
校
教
室
棟
（
給
食
調
理
場
）
増
築
等
工
事
家

屋
調
査
業
務
（
事
前
）

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

1
8
,
0
5
3
,
0
0
0

戸
田
第
一
小
学
校
引
越
業
務

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

5
,
4
2
4
,
1
3
5

戸
田

第
一

小
学

校
改

築
等

工
事

家
屋

調
査

業
務

（
事

前
）

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

1
3
,
3
9
4
,
0
0
0

令
和

２
年

度
　

一
般

会
計

・
特

別
会

計
（

教
育

委
員

会
関

係
）

１
２

月
補

正
予

算
（

案
）

小
学
校
特
定
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
業
務

令
和
２
年
度
～
令
和
５
年
度

1
2
,
3
0
2
,
0
0
0

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

2
,
9
1
6
,
9
0
0

事
項

期
間

限
　
度
　
額

(
以
下
の
額
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額
)

戸
田
東
小
学
校
物
品
等
廃
棄

小
学
校
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
リ
フ
ト
保
守
点
検
業
務

令
和
２
年
度
～
令
和
５
年
度

2
0
,
8
6
4
,
4
0
0

戸
田
第
二
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工

事
令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

4
9
,
2
2
0
,
0
0
0

新
曽
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

4
8
,
3
1
0
,
0
0
0

美
谷
本
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

5
2
,
6
0
0
,
0
0
0
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戸
田
東
中
学
校
物
品
等
廃
棄

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

2
,
9
1
6
,
9
0
0

中
学
校

エ
レ
ベ
ー

タ
ー
保
守
点
検
業
務

令
和
２
年
度
～
令
和
５
年
度

9
,
0
2
7
,
6
0
0

中
学
校
特
定
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
業
務

令
和
２
年
度
～
令
和
５
年
度

5
,
4
3
8
,
0
0
0

事
項

期
間

限
　
度
　
額

(
以
下
の
額
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額
)

笹
目
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

5
1
,
6
9
0
,
0
0
0

戸
田
南
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

5
4
,
1
6
0
,
0
0
0

喜
沢
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

笹
目
東
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

4
9
,
3
3
0
,
0
0
0

新
曽
北
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

5
0
,
1
8
0
,
0
0
0

美
女
木
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

5
3
,
7
0
0
,
0
0
0

芦
原
小
学
校
屋
内
運
動
場
空
調
設
備
設
置
工
事

令
和
２
年
度
～
令
和
３
年
度

5
7
,
8
6
0
,
0
0
0
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（
債

務
負

担
行

為
）

　
【

教
育

政
策

室
】

（
単

位
：

千
円

）

（
債

務
負

担
行

為
）

　
【

学
校

給
食

課
】

（
単

位
：

千
円

）

小
学

校
補

習
授

業
業

務
令

和
2
年

度
～

令
和

3
年

度
8
,
8
0
0

教
育

相
談

事
業

委
託

（
中

学
校

）
令

和
2
年

度
～

令
和

3
年

度
4
,
5
4
3

指
導

者
用

デ
ジ

タ
ル

教
科

書
調

達
 
（

中
学

校
）

令
和

2
年

度
～

令
和

3
年

度
5
,
5
8
0

令
和

２
年

度
　

一
般

会
計

・
特

別
会

計
（

教
育

委
員

会
関

係
）

１
２

月
補

正
予

算
（

案
）

に
つ

い
て

事
項

期
間

限
　

度
　

額
(
以

下
の

額
に

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
額

を
加

算
し

た
額

)

2
6
,
5
6
8

調
理

業
務

（
戸

田
東

小
学

校
）

期
間

限
　

度
　

額
(
以

下
の

額
に

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
額

を
加

算
し

た
額

)
事

項

調
理

業
務

（
戸

田
第

一
小

学
校

）
令

和
２

年
度

～
令

和
４

年
度

1
0
0
,
8
1
6

Ｉ
Ｃ

Ｔ
教

育
支

援
業

務
令

和
2
年

度
～

令
和

3
年

度

令
和

２
年

度
～

令
和

３
年

度
3
9
,
6
4
4
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議案第 号 

戸田市立学校設置条例の一部を改正する条例（案） 

戸田市立学校設置条例（昭和３９年条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１の(6)戸田市立戸田東小学校の項中「戸田市下戸田１丁目３番３号」

を「戸田市下戸田１丁目１１番１５号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

議案第３０号
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戸
田

市
立

学
校

設
置

条
例

新
旧

対
照

表
 

令
和

２
年

１
１

月
２

４
日

 

教
育

委
員

会
事

務
局

学
務

課
 

改
正

前
 

改
正

後
(
案

）
 

本
則

 
（

略
）

 
本

則
 

（
略

）
 

附
 

則
 

（
略

）
 

附
 

則
 

（
略

）
 

附
 

則
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

２
条

関
係

）
 

小
学

校
 

小
学

校
 

名
称

 
位

置
 

（
略

）
 

（
略

）
 

(
6
)

戸
田

市
立

戸
田

東
小

学
校

 
戸

田
市

下
戸

田
１

丁
目

３
番

３
号

（
略

）
 

（
略

）
 

名
称

 
位

置
 

（
略

）
 

（
略

）
 

(
6
)

戸
田

市
立

戸
田

東
小

学
校

 
戸

田
市

下
戸

田
１

丁
目

１
１

番
１

５
号

（
略

）
 

（
略

）
 

別
表

第
２

 
（

略
）

 
別

表
第

２
 

（
略

）
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彩湖自然学習センター（みどりパル）開館時間の変更について 

１ 実施期間 令和２年１１月２３日（月・祝）～令和２年１２月２７日（日） 

２ 実施施設 彩湖自然学習センター（みどりパル） 

３ 延長時間・内容 

 上記の期間中、午後４時３０分から午後４時４５分までの１５分

間、開館時間を延長し、５階展望室及び展望広場、１階玄関までの

通路の利用を認める。ただし、悪天候の場合は、中止する。 

４ 周知方法 ・館内ポスター掲示

・彩湖自然学習センターホームページ掲載

・Facebook（フェイスブック）等ソーシャルメディア

（資料映像）彩湖自然学習センターからの夕日 

参考資料 戸田市立郷土博物館条例施行規則 ～抜粋～ 

（開館時間） 

第４条 郷土博物館の開館時間は、午前１０時から午後４時３０分までとする。ただ

し、戸田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認めたときは、こ

れを変更することができる。 

議案第３１号
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議案第  号 

損害賠償の額を定めることについて 

次のとおり損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

１ 損害賠償の額     １０，４５８円 

２ 損害賠償の相手方  

住所  さいたま市中央区下落合１０７９番地１ 

氏名  日通商事株式会社埼玉営業センター 

所長 高崎 庸夫

３ 概要 

  戸田市立中央図書館で平成２８年４月１日から令和３年３月３１日までの

賃貸借契約を締結しているリース機器の一部を紛失したものである。 

  令和２年１１月２４日 

戸田市長 菅 原 文 仁

議案第３２号
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○地方自治法（抜粋）

（昭和二十二年四月十七日）

（法律第六十七号）

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければな

らない。

一～十二 （略）

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

14



資料 ＮＯ．１

教育委員提案

令和２年第１０回教育委員会(定例会) 

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 ( 木 ) 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室



１ 教育委員提案

ページ

① 個別最適な学びの実現に向けて（土肥委員）･･･････････････････････････････････････････１

（教育政策室）

② 教育におけるリスクマネジメントの判断基準と運用について（仙波委員）･････････････････５

（教育政策室）



個別最適な学びの実現に向けて

⼾⽥市教育委員会
教 育 政 策 室

令和２年10⽉ 教育委員提案

1

⽂部科学省における議論

（R2.9.24）中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会
「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ（たたき台）」

多様な⼦供たちを誰⼀⼈取り残すことなく育成する個別最適な学び
▶「指導の個別化」と「学習の個性化」を

教師視点から整理した概念が「個に応じた指導」
学習者視点で整理した概念が「個別最適な学び」 と考えられる

１．「個別最適」の考え⽅

指導の個別化
多様な⼦供たち⼀⼈⼀⼈の特性や学習進度、学習
到達度等に応じ、効果的な指導⽅法・教材、学習
時間等の柔軟な提供・設定を⾏うとともに、⼦供
たち⾃ら学習状況を把握し、学習の進め⽅につい
て⾃⼰調整しながら粘り強く取り組む態度を育成
すること

学習の個性化
学習の基盤となる資質・能⼒等を⼟台として、⼦供
たちの興味・関⼼等に応じ、⾃ら学習を調整するな
どしながら、その⼦供ならではの課題の設定、情報
収集、整理・分析、まとめ・表現を⾏う等、主体的
に学習を最適化することを促すこと

▶そのために、個々の児童⽣徒の学習計画や学習履歴（スタディ・ログ）等を
含めた教育データを利活⽤し、授業改善を図りながら、個々の状況に応じた
きめ細かい指導の充実や学習の改善を図ることが必要 2

教育委員提案①

1



経済産業省における議論

（R1.6.25） 「未来の教室」とEdTech研究会
「第⼆次提⾔ 『未来の教室』ビジョン）」

⼦供たち⼀⼈⼀⼈の個性や特徴、そして興味関⼼や学習の到達度
も異なることを前提として、各⾃にとって最適で⾃⽴的な学習機
会を提供していくこと

▶そのために
・AIやデータの⼒を借りて、⼦供たち⼀⼈⼀⼈に適した多様な学習⽅法を⾒出し、

従来の⼀律・⼀⻫・⼀⽅向型の授業から、EdTech を⽤いた⾃学⾃習と学び合
いへと学び⽅の重⼼を移すべき

・学習者⾃⾝が学習ログを分析し、個別の学習計画を随時更新しながら⾃分に最
適な学び⽅を模索する必要がある

・そのほか、学習状況等に応じた早修など到達度主義も提⾔

１．「個別最適」の考え⽅

3

１．「個別最適」の考え⽅

多様な⼦供たちを誰⼀⼈取り残すことなく育成する個別最適な学び
教師の視点

学習者の視点

【個に応じた指導】
・多様な⼦供たちに、知識・技能等を確実に習得させるために⼀⼈

⼀⼈の特性、学習状況等に応じて、柔軟に指導を⾏う。
・⼦供たちが⾃ら学習状況を把握、調整できるようにする。
・⼦供たちの興味・関⼼等に応じ、探究的な学び（ＰＢＬ等）を進

めるなど、⼦供が主体的に学習を最適化できるようにする。
▶そのために、データを活⽤して学習のプロセスや成果について、

的確にキャッチ＆レスポンスを⾏う。

【個別最適な学び】
・⾃分の学習進度等の状況をモニタリングしながら、学習の進め

⽅を試⾏錯誤して調整し、粘り強く学ぶ。
・⾃分の興味・関⼼等に応じ、課題課題設定、情報収集、整理・

分析、まとめ・表現を⾏うなど主体的に学ぶ。
▶そのために、教師等からのフィードバックを受けつつ、スタディ

・ログ等をもとに学びを調整する。
4
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２．「個別最適な学び」における留意点

【利点】
・⼀⼈⼀⼈の学習状況に応じた出題、

（未定着の場合には学び直し）
・⼦供の学習状況を教師アカウント

でモニタリング（⼀覧化）
・⾃動採点
・時間短縮による時数創出。

代表的なツール ➡ AI搭載のドリル教材

ドリルアプリ「Qubena（株式会社COMPASS）」実証研究

COMPASS社 成果報告書より引⽤
（平成30年度麹町中学校での実証結果）

モニタリング画⾯の⼀部 5

氏名

２．「個別最適な学び」における留意点

▶⾃主という名の「放任」や「孤⽴学習」であってはならない

「個別最適な学び＝AI搭載のドリル教材」ではない

絶え間ない
キャッチ＆レスポンス

社会とつながる
協働的・探究的な学び

【個別最適な学びのキーワード】
➢指導と評価の⼀体化は、益々重要。「形成的評価」を通して、⼦供

の学ぶ意欲を持続。
➢⼦供たちの興味・関⼼、学習状況等を正しくつかむ。ＡＩのレコメ

ンドだけでなく教師の経験と勘も必要。

➢粘り強さや学習調整⼒など、⼦供⾃⾝の学びに向かう⼒の育成が不
可⽋。

➢個と協働のバランスよく資質・能⼒を育成。
➢知識・技能の習得が先とは限らない。⼦供の興味・関⼼に応じた探
究課題に取り組む中で知識・技能の習得・定着や指導の個別化も。

➢ICTは魔法の杖ではなく、学びのツール。「最適」の判断主体も⼈間
コンピュータに学ばされるのではなく、コンピュータを最⼤限に活
⽤し、学びをコーディネートできる⼈へ。

EdTechの
適切な活⽤

⾮認知能⼒の育成

6
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２．「個別最適な学び」における留意点

▲きめ細かい指導のためには、教師の⼿が不⾜
（採⽤試験の倍率低下など「なり⼿」も不⾜）

▲⾮認知能⼒の測定の難しさ。

▲「教える」ことから抜け出せない指導。
▲⼀⼈⼀⼈の興味・関⼼に完ぺきにコミットした学習

の提供は困難。

▲ICTの進歩は⽇進⽉歩。１年経てば既に古いことも。
▲教師のICTやデータ活⽤・分析のスキルの向上

▲課題・障壁

絶え間ない
キャッチ＆レスポンス

社会とつながる
協働的・探究的な学び

【個別最適な学びのキーワード】

EdTechの
適切な活⽤

⾮認知能⼒の育成

7

研究 研修実証 を通して解決を⽬指す

３．「個別最適な学び」の実現に向けて
個別最適な学びの実現に必要な要素と本市の取組例

➢教師のキャッチ＆レスポンス、授業⼒等の向上
・PBL研修、セサミ研修、特別⽀援教育研修、その他マインドセットに寄与する研修
・Intel SKILLS FOR INNOVATION
・AL指導⽤ルーブリックによる授業改善 など

研究 研修実証

②⼦供たちの個性に応じた学びをどう実現するか
➢新たなテクノロジの活⽤

・学習者⽤デジタル教科書（光村図書） ・AIドリル（COMPASS）
・RPDCAサイクル（ベネッセ）・採点⽀援システム（EdLog、シンプルエデュケーション）
・DQ（DQ Lab）・学習⽀援システムとGsuite等の連携（Loilo、ベネッセ）
・個別の指導計画作成⽀援システム（LITALICO） など

①⼦供たちの個性をどのように把握するか
➢データの分析・活⽤

・RST ・学調分析 ・AiGROW ・TALISビデオスタディ
・⼀⼈⼀台PCの活⽤とログの活⽤ など

個別最適な学びの在り⽅を今後も検討
を通して

8
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教育におけるリスクマネジメントの
判断基準と運⽤について

⼾⽥市教育委員会
教 育 政 策 室

教育委員提案

〇リスクマネジメント

損失などの回避を目指すプロセスで、リスク
（危機）を組織的に管理すること。

〇学校危機管理マニュアルの作成

学校保健安全法【第29条】では、各学校において、学

校安全計画及び危険等発生時対処要領（「危機管理
マニュアル」）の策定が義務付けられている。

教育におけるリスクマネジメント

教育委員提案②

5



各⼩・中学校で『危機管理マニュアル』を作成している

危機管理マニュアルの作成

PDCAサイクルに基づき常
に⾒直しを図ることが重要

危機管理マニュアルの作成
〈リスク⼀覧〉

◯学習活動時（運動、実習・実験、
校外学習中の事故）
◯特別活動（修学旅⾏等）
◯部活動（運動時の事故等）
◯交通事故（登下校時）
◯不審者対応
◯感染症（感染症全般）
◯いじめ、器物破損等
◯災害（⽕災、地震、⾵⽔害等）
◯教職員（不祥事、交通事故）
◯財務（公⾦の遺失、横領）
◯個⼈情報の漏洩

など

〈リスク⼀覧〉

◯学習活動時（運動、実習・実験、
校外学習中の事故）
◯特別活動（修学旅⾏等）
◯部活動（運動時の事故等）
◯交通事故（登下校時）
◯不審者対応
◯感染症（感染症全般）
◯いじめ、器物破損等
◯災害（⽕災、地震、⾵⽔害等）
◯教職員（不祥事、交通事故）
◯財務（公⾦の遺失、横領）
◯個⼈情報の漏洩

など
6



判断する際の基準について１

■⼾⽥市⽴⼩・中学校熱中症活動予防⽅針
熱中症予防について

※35度以上の時間帯には、
屋外活動を禁⽌する。

※「⼾⽥市気象情報」のJWA
ポイント予測が基準

判断する際の基準について２

■学校における新型コロナウイルス
感染症に関する衛⽣管理マニュアル

〜「学校の新しい⽣活様式」〜（⽂部科学省）

コロナ感染予防と⽇々の教育活動
の両⽴について

■学校の新しい⽣活様式〜学びを保障・⽀援する
ための⽣活のポイント及び授業の在り⽅Q＆A〜

（⼾⽥市教育委員会）

7



判断する際の基準について３

■公共施設等の再開及びイベント等の開催
に対する⼾⽥市の⽅針（⼾⽥市）

＜令和２年５⽉２５⽇改定＞

⼾⽥市の⽅針について

①各公共施設等については、感染防⽌策を徹
底した上で、利⽤を再開する。

②市主催の市⺠が参加するイベント等（指定
管理者含む）は、クラスターが発⽣するおそ
れがあるイベント等や「三つの密」がある集
まりについては、原則、中⽌⼜は延期の措置
を継続する。

コロナ禍によるリスクマネジメントの際の判断基
準について
①⽂部科学省からの「新型コロナウイルス感染症に関する衛⽣管理
マニュアル」によることができるもの（主に教育政策室及び学務
課の所掌するもの）については、本マニュアル等を基にして、感
染症対策を講じることができるかを確認し、実施⽅法を⼯夫する
など、リスクマネジメントを⾏っている。

②①以外のもの（主に教育総務課及び⽣涯学習課の所掌するも
の）については、「公共施設等の対応イベント等の開催に対する
⼾⽥市の⽅針」を基にして、感染症対策を講じることができるか
を確認し、⼈数制限をする、実施⽅法を⼯夫するなど、リスクマ
ネジメントを⾏っている。

③⼈数、施設等の都合により、⼗分な対策が取れない場合には、
「延期」「中⽌」としている。

①⽂部科学省からの「新型コロナウイルス感染症に関する衛⽣管理
マニュアル」によることができるもの（主に教育政策室及び学務
課の所掌するもの）については、本マニュアル等を基にして、感
染症対策を講じることができるかを確認し、実施⽅法を⼯夫する
など、リスクマネジメントを⾏っている。

②①以外のもの（主に教育総務課及び⽣涯学習課の所掌するも
の）については、「公共施設等の対応イベント等の開催に対する
⼾⽥市の⽅針」を基にして、感染症対策を講じることができるか
を確認し、⼈数制限をする、実施⽅法を⼯夫するなど、リスクマ
ネジメントを⾏っている。

③⼈数、施設等の都合により、⼗分な対策が取れない場合には、
「延期」「中⽌」としている。
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会議・研修会・イベントについて
名称 実施時期 実施の有無 備 考

小 林間学校
中 スキー林間
【教育政策室】

小学校
６月～９月
中学校

１月～３月

中 止 ●宿泊施設の広さと児童生徒数の関
係から、十分な感染症対策を講じること
ができないこと等より中止とした。

センター研究グルー
プ全体会
【教育政策室】 ８月２８日

オンラインに
よる開催

●大人数の参加が想定されたため、オ
ンライン開催とした。
（約１３０名が参加）

戸田市小・中学校児
童生徒プレゼンテー
ション大会
【教育政策室】 １月１６日

人数を制限
して実施予
定

●参会者を制限する。
●２階席を開放し、座席間隔を空ける
予定など、３密を回避できるよう開催方
法を工夫する。
※今後の感染状況等を鑑み、対応を考
えていく。

会議・研修会・イベントについて
名称 実施時期 実施の有無 備 考

令和２年教育委員会
定例会
【教育総務課】 ６月以降

傍聴会場を
教育セン
ター（オンラ
イン実施）

●戸田市「公共施設等の対応イベント
等の開催に対する戸田市の方針」に基
づき、感染症対策を講じる。
●屋内の場合は原則として、定員の
５０％とする。）

戸田市海外留学奨学
資金等受給者選考委
員会【教育総務課】

８月５日
実施

●定員数が多い会議室を使用。
●参加者はマスクを着用して手指の消
毒を行い、座席間隔を広く空けて室内
の換気を行いながら面接を実施した。

公民館・市民大学等の
講座
【生涯学習課】

２月～６月
末

中止若しくは
延期

●戸田市「公共施設等の対応イベント
等の開催に対する戸田市の方針」に基
づき、判断した。

７月以降 実施 ●定員を制限する。

就学時健康診断
【学務課】

10月～
方法を一部
変えて実施

●５年生による補助を行わず、保護者
による引率により、通常の日程で実施
する。

9



判断する際の基準について４

■「校外⾏事承認願」を提出する際の確認事項
コロナ禍での修学旅⾏について
①政府もしくは⼾⽥市及び旅⾏先（すべての滞在先）の⾃治体から都道府
県をまたぐ移動⾃粛や休業要請（新型インフルエンザ等対策特別措置法に
よる）または、それらに準ずるような呼びかけがなされていないこと。
②保護者・児童⽣徒に対して参加申込書をとり、８５％以上の参加が得ら
れること。【埼⽟県公⽴⼩・中学校が⾏う校外における⾏事の実施基準の改訂について
（平成14.4.1教指第3号）】

③下記のガイドラインによる感染防⽌対策が講じられていること。

●旅⾏関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅⾏
の⼿引き（第2版）
●宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第1版）
●学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛⽣管理マニュアル
〜「学校の新しい⽣活様式」〜（⽂部科学省）

今後に向けて…
■リスクマネジメント＆クライシスマネジメント
危機管理のプロセスは、事前の危機管理・発⽣時の危機管理・事後の危

機管理と⼤きく3つあり、「リスクマネジメント」（事前）と「クライシス
マネジメント」（発⽣時・事後）に分けられる。国や県、⼾⽥市の情報を
得ながら、クライシスマネジメントを充実させていく。

■判断基準の明確化
リスクマネジメントを進める際、保護者や市⺠にとっても明確な判断基

準が⽰せるよう、今後も意識して取り組んでいく。

■オンライン開催等の検討
コロナ禍による様々な検討事項を踏まえ、アフターコロナにおける新し

い研修会・会議等の持ち⽅を検討していく。
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資料 ＮＯ．２

報告事項

令和２年第１０回教育委員会(定例会) 

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 ( 木 ) 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室



１ 報告事項

ページ

① 令和２年度第２回奨学資金貸付内訳（新規分）について･････････････････････････････････１

（教育総務課）

② 戸田第一小学校改築等工事について･････････････････････････････････････････････････別紙

（教育総務課）

③ 中学校選択制による入学希望校申込状況について･･･････････････････････････････････････２

（学務課）

④ 令和２年度優秀な教職員の表彰について･･･････････････････････････････････････････････３

（学務課）

⑤ ふるさと納税について･････････････････････････････････････････････････････････当日配付

（教育政策室）

⑥ 人権教育指導者研修会の開催について･････････････････････････････････････････････････４

（生涯学習課）

⑦ 市民大学講座（岐阜女子大学連携講座・市民企画講座）の開催について･･･････････････････５

（生涯学習課）

⑧ その他



貸付単価（円）

（年額）

3 450,000

貸付申請者数 3人

貸付決定者数 3人

3 450,000

合 計

180,000 0 0

大学・短期大学
高等専門学校
　（４学年及び５学年）
専修学校（専門課程）

国公立 240,000 0 0

私　立 300,000

令和２年度第２回奨学資金貸付決定内訳（新規分）

学校種別 人数（人）
貸付金額（円）

（半年分）

高等学校
高等専門学校
　（１学年から３学年）
専修学校（高等課程）

国公立 120,000 0 0

私　立

報告事項①
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中学校選択制による入学希望校申込状況について 

  令和 2 年 9 月 23 日締切 

学 校 名 
Ａ通学区域内
で希望した児
童数(⼈) 

Ｂ通学区域外
から希望した
児童数(⼈) 

Ｃ通学区域外
児童受⼊予定
定員数(⼈) 

合計希望数(⼈)
Ａ＋Ｂ 

⼾⽥中学校 221 30 35 251 

⼾⽥東中学校 160 17 35 177 

美笹中学校 98 3 35 101 

喜沢中学校 169 7 20 176 

新曽中学校 372 19 35 391 

笹⽬中学校 189 27 35 216 
⼾⽥中学校 

(特別⽀援学級) 
5 0 5 

美笹中学校 
(特別⽀援学級) 

5 1 6 
喜沢中学校 

(特別⽀援学級) 
2 2 4 

笹⽬中学校 
(特別⽀援学級) 

2 1 3 

合  計 1,223 107 1,330 

※ 特別支援学級の希望者は抽選いたしません。

※ 現時点での抽選対象校はありません。

報告事項③
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す
べ
て
の
子
供
た
ち
に
、
未
来
を
生
き
抜
く
力
を
身
に
つ
け
る

最
先
端
で
質
の
高
い
教
育
を
提
供
し
た
い

⼾
⽥

市
で

は
、教

師
の

勘
と気

合
い

と経
験

に
基

づ
く個

⼈
技

に
頼

る
こと

が
多

か
った

教
師

の
指

導
と⼦

供
た

ち
の

学
び

と
の

関
係

を
、テ

クノ
ロジ

ー
を

活
⽤

して
、可

視
化

す
る

（
教

室
を

科
学

す
る

）
こと

に
取

り組
ん

で
い

ま
す

。

これ
に

よ
り…


客

観
的

な
デ

ー
タや

エ
ビデ

ンス
に

基
づ

き
、⼦

供
た

ち
の

学
び

を
よ

りよ
い

も
の

に
す

る
優

れ
た

教
師

の
⾏

動
を

明
らか

に
しま

す


若

⼿
教

師
な

どに
、優

れ
た

教
師

の
匠

の
技

を
効

果
的

に
伝

え
た

り、
⾃

らの
指

導
に

デ
ー

タを
⽣

か
して

い
くこ

と
に

よ
り、

全
体

とし
て

教
師

の
授

業
⼒

の
向

上
に

つ
な

げ
ま

す


⼦

供
た

ち
の

学
び

の
状

況
を

よ
り詳

細
に

把
握

・分
析

す
る

こと
に

よ
り、

個
に

応
じた

学
び

の
実

現
を

⽬
指

しま
す


他

の
教

育
改

⾰
とあ

わ
せ

、す
べ

て
の

⼦
供

た
ち

に
最

先
端

で
質

の
⾼

い
教

育
を

提
供

しま
す

必
要
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
機
材
等
を
調
達
す
る
費
用
を
確
保
す
る
た
め
、

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
挑
戦
し
ま
す
！

報
告
事
項
⑤
 

(1)

(
当
日
配
付
）



教
育
改
⾰
推
進
の
た
め
の
ク
ラ
ウ
ドフ
ァン
デ
ィン
グ
実
施
に
つ
い
て

実
施

内
容

・ク
ラウ

ドフ
ァン

デ
ィン

グ
に

よ
り⼾

⽥
市

の
教

育
改

⾰
へ

の
⽀

援
を

呼
び

か
け

る
。

・⼾
⽥

市
で

既
に

契
約

して
い

る
ふ

る
さと

納
税

サ
イト

（
ふ

る
さと

チ
ョイ

ス
）

を
活

⽤
す

る
。

→
寄

付
額

に
応

じた
⼿

数
料

以
外

、新
た

な
経

費
は

発
⽣

しな
い

。
・返

礼
品

は
設

定
しな

い
。（

お
礼

状
及

び
研

究
要

領
等

を
送

付
予

定
）

実
施

⽅
法

取
組

の
効

果

・⼾
⽥

市
の

教
育

改
⾰

は
様

々
な

取
組

み
を

同
時

並
⾏

で
進

め
て

お
り、

今
後

継
続

的
な

事
業

実
施

の
た

め
に

これ
ま

で
以

上
の

予
算

確
保

が
必

要
とな

る
。

・新
型

コロ
ナ

の
影

響
に

よ
り、

歳
⼊

の
減

収
と対

策
関

連
事

業
の

歳
出

増
が

予
想

され
、財

政
状

況
は

ま
す

ま
す

厳
しく

な
る

⾒
込

み
で

あ
る

。

現
状

現
在
の
⼾
⽥
市
の
教
育
改
⾰
の
取
組
例

・寄
付

⾦
は

Ed
Te

ch
や

EB
PM

の
推

進
、R

ST
の

実
施

な
ど先

進
的

な
取

組
に

活
⽤

す
る

。
・教

育
政

策
室

の
研

究
報

告
を

広
く公

表
す

る
こと

で
、全

国
の

⾃
治

体
や

研
究

機
関

に
成

果
を

還
元

す
る

。

R2
.1

0
庁

内
関

係
各

課
との

調
整

R2
.1

1
委

託
業

者
と掲

載
内

容
の

検
討

R2
.1

2
募

集
開

始
R3

. 2
 

募
集

終
了

【参
考
】⼾
⽥
市
の
ク
ラ
ウ
ドフ
ァン
デ
ィン
グ
実
施
事
例

令
和

元
年

に
台

⾵
１

９
号

の
被

害
を

受
け

た
彩

湖
・道

満
グ

リー
ンパ

ー
クの

復
旧

⼯
事

へ
の

⽀
援

を
募

集
→

約
23

0万
円

の
寄

付
が

集
ま

る
。（

返
礼

品
は

な
し）

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

児
童

⽣
徒

の
読

解
⼒

や
⾮

認
知

能
⼒

育
成

に
関

す
る

研
究

に
エ

ビデ
ンス

を
活

⽤
⽂

房
具

の
よ

うに
Ｉ

Ｃ
Ｔ

を
マ

ス
トア

イテ
ム

化
した

学
び

寄
附

⾦
の

活
⽤

イメ
ー

ジ

(2)



グ
ル

ー
プ

学
習

中
の

⼦
供

た
ち

の
議

論
や

教
師

の
発

問
・声

が
け

を
録

⾳
・分

析

グ
ル

ー
プ

学
習

中
の

⼦
供

た
ち

の
会

話
に

お
い

て
、思

考
の

深
ま

りに
つ

な
が

る
キ

ー
ワ

ー
ドを

設
定

し、
その

発
現

の
有

無
を

把
握

。
グ

ル
ー

プ
の

理
解

度
を

可
視

化
す

る
。

ま
た

、教
師

の
声

が
け

を
機

に
⼦

供
た

ち
の

会
話

に
変

化
が

⽣
じた

場
⾯

を
特

定
。匠

の
技

の
可

視
化

に
つ

な
げ

る
。

ス
テ

ップ
１

IC
Tに

よ
って

、即
時

に
⼦

供
た

ち
の

状
況

を
分

類
・集

約
Aグ

ル
ー

プ
は

発
⾔

量
が

少
な

い
。

議
論

が
停

滞
して

い
る

︖
Bグ

ル
ー

プ
の

議
論

で
、○

○
とい

う
キ

ー
ワ

ー
ドが

出
て

き
た

Cグ
ル

ー
プ

は
、・

・・

ス
テ

ップ
２

（
１

）
教

師
に

よ
る

各
グ

ル
ー

プ
へ

の
声

が
け

Aグ
ル

ー
プ

に
「○

○
とい

う考
え

⽅
と△

△
とい

う考
え

⽅
が

あ
る

け
ど、

どち
らが

納
得

で
き

る
か

議
論

して
ご

らん
」

Bグ
ル

ー
プ

に
さら

に
思

考
を

深
め

る
た

め
の

声
が

け

（
２

）
教

師
の

事
後

の
振

り返
り

求
め

て
い

た
キ

ー
ワ

ー
ドが

出
て

こな
か

った
。課

題
設

定
に

問
題

が
あ

った
か

も
しれ

な
い

か
ら、

次
時

は
○

○
か

らス
ター

トし
た

ほ
うが

よ
い

か
な

︖

（
３

）
教

師
の

声
が

け
の

分
析

○
○

とい
う声

が
け

に
よ

り、
グ

ル
ー

プ
の

会
話

の
発

話
量

が
増

え
た

／
△

△
とい

うキ
ー

ワ
ー

ドが
出

て
き

た

ス
テ

ップ
３

「教
室
を
科
学
す
る
」
イ
メ
ー
ジ

(3)



戸田市教育委員会では、全国の自治体からの視察やヒアリングを受け入れています。教育改革を
とおして得られた成果は、このような場を通じて、全国に発信、還元していきます。また、大学と
の共同研究や教育のオープンデータ化を通じて、大学等における教育に関する研究の推進にも貢献
していきます。
【令和２年度メディア掲載】東洋経済オンライン（8/25）ほか多数

☞最新情報はコチラ（戸田市教育委員会Facebook）

戸田市の教育改革への御支援をお願いします
（クラウドファンディングの御案内）

公教育の責務として、全ての子供たちが、ＡＩでは代替不可能な、今後の予測困難
な時代を生き抜くために必要な能力を身に付けられるよう、最先端で質の高い教育を
実現したい。戸田市では、そのような思いで、様々な教育改革を進めてきました。
今後、さらに教室や授業を科学することを通じて、優れた教師の技の可視化、若手

教師への効率的・効果的な伝承、それによる学びの質の向上を目指しています。今後
も、以下をはじめとした研究に取り組んでいきますので、御支援をよろしくお願いい
たします。

教育改革の成果について

御寄附の取扱い・手続について

児童生徒の読解力や非認知能力育成に
関する研究にエビデンスを活用

文房具のようにＩＣＴを
マストアイテム化した学び

（参考）現在の取組例

問合せ先：戸田市の教育改革に関すること 教育政策室 教育政策担当（内線３３２０、３３６０）
御寄附の手続・取扱いに関すること 政策秘書室 秘書担当 （内線４３４０）

本クラウドファンディングは寄付金控除の対象となります。お申込み方法等の詳細については、
ホームページを御参照ください。
☞ホームページ：● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■エビデンスに基づいた授業改善サイクルの確立 ■個別最適化された学びやオンライン学習の活用

対面指導とオンラインを効果的に組み合わせたハ
イブリッド型教育、個人の理解度や学習スタイル
に応じた授業の在り方などを研究、実践。また、
そのような学びを実現するための環境整備を推進。

チラシ（案）

テクノロジーを活用し、優れた
教師の技を記録・分析し、若手
教師等の力量形成を支援。

スタディ・ログなどのデータ化
と分析を通じた、よりよい授業
に関する研究、実践。



令和 2 年度 戸田市民大学認定講座 募集

人権教育指導者研修会 
～人としての尊厳をもち 生きる権利を守るために～ 

回 日  時 テ ー マ 講  師 

１ １１月１０日（火） 

〇同和問題と人権 
「インターネットによる人

権侵害～差別書き込みの

被害者を救え～」 

株式会社情報文化総合研究所 

代表取締役  

佐藤 佳弘 氏

２ １１月１７日（火） 

〇子どもの人権 
「虐待を受けて育つというこ

と～機能不全家族に育った

子どもの心のケア～」 

こどもの心のケアハウス嵐山学園  

園 長  早川 洋  氏

場 所   戸田市役所５階大会議室 

時 間   午後２時～３時３０分（受付は午後１時３０分から） 

対象・定員   市民５名（他に市人権教育推進協議会会員等の参加あり） 

認定単位数   ２単位 

持 ち 物    筆記用具、メモ用紙等 

申込方法    一般市民は １０月５日（月）午前８時３０分より受付開始。 

電話・FAX・メールにて下記まで氏名・住所・電話番号をお知ら 

せください。 ※先着順 

主 催 戸田市  戸田市教育委員会  戸田市人権教育推進協議会 

【お申し込み・お問い合わせ先】 

教育委員会生涯学習課 （戸田市民大学事務局） 

電 話 048－441-1800（内線 ３０８、3４2）

ＦＡＸ 048－432-9910

メール kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp

生涯学習マスコット マナビィ 

報告事項⑥

4



岐阜女子大学と連携し、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用により、下記の講義を戸田市で 

受講できます。この機会に、お気軽にご参加ください！ 

回 開 催 日 テ ー マ ・ 内 容 講 師 

１ 
11 月７日（土） 

【対面講義】 
「道三・光秀の生涯となぞを解く」 

岐阜女子大学 

地域文化研究所 

所長 丸山幸太郎 先生 

２ 
12 月５日（土） 

【遠隔講義】 

「わたしたちは何を観ているのか。 

～世界遺産「白川郷」と観光～」 

岐阜女子大学 

文化創造学部 

助教 瀬戸敦子 先生 

時   間  午後２時～３時３０分 

対象・定員 市内在住・在勤・在学の方 １８名 

場   所 教育センター ２階会議室 

認定単位数 ２単位 

お 申 込 み  １０月５日（月）午前８時３０分より受付を開始します。 ※費用無料・申込順 

右下のホームページよりお申込みフォームをご利用ください。 

電話またはメ－ルでのお申込みの際は、氏名、電話番号、年代、講座名、 

市内在住・在勤・在学のいずれかを明示してください。 

持 ち 物   筆記用具、市民大学受講票（持っていない方には希望により交付します） 

【お申込み・お問合せ先】 

教育委員会 生涯学習課 （戸田市民大学事務局） 

電 話 048－441-1800（内線 308、３４２） 

ＦＡＸ 048－432-9910 

メール kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp

募集 

岐阜女子大学・戸田市連携講座 

生涯学習マスコット 

マナビィ

お申込みは

こちら

【市民大学認定講座】 
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【令和２年度戸田市民大学認定講座】市民企画講座

 

戸田市在住のパラリンピアンから、パラスポーツの現状と可能性、 

その魅力や楽しさについて直接学べる講座です。 

講 師   車いすラグビー元日本代表 

三
み

阪
さか

 洋行
ひろゆき

 氏 

日 時  １１月２１日（土） 

午後２時～３時３０分 

場 所 新曽福祉センター（新曽公民館）ホール 

対象・定員 市内在住・在勤・在学者６５人 

認定単位数 １単位 

申 込 み １０月５日（月）午前８時３０分から受付開始。 

ホームページのお申込みフォームをご利用ください。

電話またはメ－ルでのお申込みの際は、氏名、電話番号、年代、 

講座名、市内在住・在勤・在学のいずれかを明示してください。

※費用無料、申込順。

特別な配慮を必要とされる方は、お申込み時にお知らせください。 

持 ち 物 筆記用具、市民大学受講票（初回時に交付します） 

【お申込み・お問合せ先】 

教育委員会 生涯学習課 （戸田市民大学事務局） 

電 話 048－441-1800（内線 308） 

メール kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp

募集 

お申込みは

こちら

パラスポーツの可能性
～戸田市在住パラリンピアンに学んでパラリンピックを盛り上げよう！～ 
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